
税務署員が突然訪れ、営業中なのに長時間にわたって質問したり、古い
資料の提出を強要したりする税務調査が各地で発生しています。
そもそも、税務調査は、法の定めに従つて、納税者の承諾を得たうえで、
税務署員が納税者に質問したり、帳簿書類などを調べるもので、納税者の
承諾なしに、長時間にわたって強制的に調査することなど許されません。
国税庁が定めた「税務運営方針」も、税務調査は納税者の理解と協力の上
で行うと規定しています。
民商は、「不当・不法な人権無視の税務調査を許さない」と、仲間同士が
智恵と力を合わせ、学習と運動に取り組んでいます。

税務調査6件(法人2件・個人4件)
製造I件 建設2件

飲食:件

残 a
確 1
」 ′I I(電r733-4002)

…共済会…いのちこ健康を守る学習交流会
と き 9月 26日 (土)受付12時～ 9月 27日 (日)12時閉会
場 所  舞子 ビラ  (舞 子駅より徒歩7分)
総会方針を基本にいのちと健康を守る活動、規約 ・運営規定の正確な理解、
の学習交流会です。 ※参加希望 日間い合わせは事務局まで

9月12日(土) 婦人部学校
9月,3日(日) 共済学習会
9月

'4日

(月) 社保協宣伝行動 ‖時～12時 板宿タイエ¬前
9月18日(金) 拡大運動交流会
9月20日(日) 組織問題研修会 ,0時 ～:6時30分 兵庫県学校厚生会館

無料法律相談  (定 例 :毎月第一水曜日)
10月 7日 (水)須 磨民商 2F  18:00～ 19:00
日程が変更になる場合があります。事前に予約をお願いいたします。


